
警察へ事故通報

金沢市へ損傷報告

電子申請サービス
金沢市道路構造物等

損傷【事故】報告
システム ⇒ 入力 申請内容［データ］確認

道路構造物等を損傷させた場合の事務の流れ

原因者（事故当時者） 金沢市（道路管理者） 代理人（契約保険会社）
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（※2）　原因者は、保険会社へ
事故報告及び修理依頼をする
際には、「修理指示書」をご利用
ください。
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